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名誉役員に関する規則（内規）の改定概要 

2年 理事・監事 

名誉会長 

2年 

１．任期の考え方 

4年 

2年 

4年 評議員 4年 

最高顧問・顧問 2年 

参与 6年（特別推挙者は4年） 

2年 2年 

4年 

（１）現状 

（２）改定案 

理事・監事 

名誉会長 

評議員 

最高顧問・顧問 

参与 

4年 4年 

2年 2年 2年 

2年 2年 2年 

2年 2年 2年 

2年 2年 2年 
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2年 理事・監事 

名誉会長 

２．定年制の考え方 

4年 評議員 

最高顧問・顧問 1～2年 

参与 1～6年 

（１）現状 

（２）改定案 

1～4年 

就任時70歳未満 

就任時65歳未満 

80歳：次回評議員会まで 

80歳：次回評議員会まで 

75歳：次回評議員会まで 

2年 理事・監事 

名誉会長 

4年 評議員 

最高顧問・顧問 

参与 

就任時70歳未満 

就任時65歳未満 

就任時80歳未満 

就任時80歳未満 

就任時75歳未満 

2年 

2年 

2年 
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３．現状の規定 

任期 任期の取り扱い 定年制 定年到達時の取り扱い 

名誉会長 
原則 

4年 

任期最終の 

定時評議員会まで 
80歳 

80歳に達した最初の定時評議員
会の終結の時まで 

相談役 なし なし なし なし 

最高顧問 なし 
任期最終の 

定時評議員会まで 
80歳 

80歳に達した場合には、その最初
の定時評議員会の終結の時まで 

顧問 なし なし 75歳 
75歳に達した場合には、その最初
の定時評議員会の終結の時まで 

参与 6年 なし 75歳 
75歳に達した場合には、その最初
の定時評議員会の終結の時まで 

参与 

（特別推挙者） 
4年 なし なし なし 

会長・副会長 2年 
任期最終の 

定時評議員会まで 
70歳 

就任時に満70歳未満で 

なければならない 

理事 2年 
任期最終の 

定時評議員会まで 
65歳 

就任時に満65歳未満で 

なければならない 

監事 2年 
任期最終の 

定時評議員会まで 
65歳 

就任時に満65歳未満で 

なければならない 

評議員 4年 
任期最終の 

定時評議員会まで 
70歳 

就任時に満70歳未満で 

なければならない 
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４．改定案 

任期 任期の取り扱い 定年制 定年到達時の取り扱い 

名誉会長 2年 
任期最終の 

定時評議員会まで 
80歳 

就任時に満80歳未満で 

なければならない 

相談役 なし なし なし なし 

最高顧問 2年 
任期最終の 

定時評議員会まで 
80歳 

就任時に満80歳未満で 

なければならない 

顧問 2年 なし 75歳 
就任時に満75歳未満で 

なければならない 

参与 
2年 

（最大3任期6年） 
なし 75歳 

就任時に満75歳未満で 

なければならない 

参与 

（特別推挙者） 
2年 

（最大2任期4年） 
なし なし なし 

会長・副会長 2年 
任期最終の 

定時評議員会まで 
70歳 

就任時に満70歳未満で 

なければならない 

理事 2年 
任期最終の 

定時評議員会まで 
65歳 

就任時に満65歳未満で 

なければならない 

監事 2年 
任期最終の 

定時評議員会まで 
65歳 

就任時に満65歳未満で 

なければならない 

評議員 4年 
任期最終の 

定時評議員会まで 
70歳 

就任時に満70歳未満で 

なければならない 


